
書式第１２号（法第２８条関係） 

4-1_3_katudou_houkoku.docx 

事業報告用を流用 
 
 
 

特定非営利活動法人   雷保護システム普及協会 

 
１ 事業の成果 
新型コロナウイルス症（COVID-19）感染拡大が収束しつつあったが，雷保護システム技能者資格の更新

を迎える方々に際し，令和 4 年度は，東京会場と大阪会場で令和 5 年 2 月に講習会を実施した。 
 
２ 事業の実施に関する事項（特定非営利活動に係る事業） 
（定款定める事項） 
（１）建築物等の雷保護システムに関する調査、研究並びに合理的な設計、施工、検査及び保守点検シ

ステムの作成とその普及並びに促進に関する事業 

 外部団体における講習会企画と講師派遣について（日本電設工業協会）と協議開始。 

 

（２）建築物等の雷保護システムに関するホームページ開設、会報誌発行等による情報提供、発信事業 

 ホームページ維持・ホームページの充実 

 

（３）建築物等の雷保護システムに関する講演会、研修及び出版等による災害防止、普及活動事業 

 雷保護システム技能者講習会及び認定試験を 2回実施 

 

＜実施＞ 

➊令和 5 年 2 月 8 日 
大阪市立青少年センター(KOKOPLAZA) 
 
➋令和 5 年 2 月 17 日 
品川区立総合区民会館（きゅりあん） 

建築物等の雷保護設計，施工，検査，保守点検に従事する方々への講習会の実施 

 

以上 

 

令和４年度 事業活動報告 

 
 

 


